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区有施設（建築物）の被害状況把握（建築物被災度調査）の流れ図

災害対策本部（震災復興本部）設置
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東京都震災復興マニュアル（復興施策編）より抜粋 

 

オープンスペース等利用計画の策定 

 

１ 目的 

  震災時の活動拠点となるオープンスペース等を事前に確保し、あらかじめ

様々な応急活動の用途に充てるための利用計画を策定することにより、迅速な

応急活動が可能となるようにすること。 

２ 根拠 

 (1) 東京都震災対策条例第５２条 

 (2) 東京都震災対策条例施行規則第２６条及び第２７条 

３ 個別利用計画 

  本計画においては、都内の利用可能なオープンスペースを国及び区市町村並

びに関係機関と協議のうえ把握し、次の用途に関する個別利用計画を策定して

いく。 

 (1) 大規模救出・救助活動拠点 

 (2) (1)以外の救出・救助活動拠点 

 (3) 医療機関近接ヘリコプター緊急離着陸場 

 (4) 物資輸送を中心とするヘリコプター緊急離着陸場 

 (5) 広域ボランティア活動拠点 

 (6) がれき置き場 

 (7) 遺体安置所 

 (8) ライフライン復旧活動拠点 

 (9) 応急仮設住宅建設用地 

 (10) 公営住宅建設用地 

 (11) 庁舎建設用地 

 (12) 時限的市街地づくり用地 

 (13) その他の用地 

４ 活動拠点の指定及び告示 

  個別利用計画のうち、(1)、(3)及び(5)の活動拠点については、指定を行い、

告示していく。 

５ 主管部署 

  総務局総合防災部 
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東京都震災対策条例より抜粋 

 

第５２条 知事は、震災時において、被災者の救出及び救助並びに都民生活の再

建及び都市の復興を円滑に行うため、その活動拠点等となる土地及び家

屋の確保に努めなければならない。 

２ 知事は、前項の土地及び家屋の利用について、利用計画を作成し、

必要があると認めるときは、これを修正するものとする。 

３ 前項の利用計画の作成及び実施に当たっては、知事は、国及び区市

町村との調整に努めなければならない。 

４ 知事は、震災時に、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）第２

６条第１項又は災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第７１

条第１項の規定による土地又は家屋の円滑な使用を確保するため、あ

らかじめ当該土地又は家屋を救出及び救助の活動拠点として指定する

ことができる。この場合において、知事は、当該土地又は家屋を所有

し、及び管理する者に対し、災害救助法及び災害対策基本法の規定そ

の他必要な事項を説明し、協力を求めるものとする。 

 

 

 

東京都震災対策条例施行規則より抜粋 

 

（土地及び家屋の利用計画） 

第２６条 条例第５２条第２項に規定する土地及び家屋の利用計画には、次に掲

げる事項のための利用方法を定めるものとする。 

   (1) 救出及び救助活動 

   (2) 災害時におけるヘリコプター緊急離着陸 

   (3) ボランティアの活動 

   (4) 生活物資の集積及び輸送 

   (5) 公営住宅等の建設 

   (6) 庁舎の建設 

   (7) その他知事が必要と認める事項 

 

（活動拠点の指定等の告示） 

第２７条 知事は、条例第５２条第４項に規定する救出及び救助の活動拠点を指

定し、又は取り消したときは、速やかに告示しなければならない。 
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東京都震災復興マニュアル（復興施策編）より抜粋 

 

事事前用地調整方針 

 

Ⅰ 用用地調整の基本的考え方 
  震災後の応急・復旧対策事業及び復興事業を進めていく過程で、各種の用地

需要が被災地を中心に発生する。しかし、当区市町村においては、利用可能な

用地が限られるため、目的ごとに必要な用地の確保が難しく、緊急時の対応に

支障が生じることも予想される。 

  限られた用地を合理的かつ効率的に使用するためには、用地の全体的な把握、

使用時期・使用目的ごとの用地需要の集約及び中長期的視点に立った用地利用

を適切に行うため、災害対策の経過に合わせて優先順位を考慮し調整する必要

がある。 

  さらに緊急用途需要に対して不足が見込まれる場合は、国や都、公社、民間

の用地についても対象にし、必要な確保に努める。 

 

Ⅱ 用用地調整の基本的枠組みについて 
  発災後の土地利用調整を円滑に行うため、①発災 ２週間程度、②２週間

１か月程度、③１か月 ２年間程度の期間に分けて、予め震災対策に必要な用

地需要を想定し優先順位を設定した調整方針を作成する。 

 

【発災 ２週間程度】 

  避難者の安全を確保するための拠点、被災者の救出・救助活動にあたる警察、

消防、自衛隊等の活動拠点、被災地内の医療活動を迅速に行うための拠点、緊

急輸送路の確保等が必要であり、そのために利用できる用地を優先的に割り当

てる。 

  発災当初は被災者の安全確保のため、各区市町村で対応する場合が多くなる

ことが想定されるが、被害状況等により広域的な対応が必要な場合等用地の確

保が求められる時は、東京都災害対策本部が調整する。 

 〔優先的に対応する用途〕 

 ① 広域避難場所 

 ② 救出・救助活動拠点 

 ③ ヘリコプター緊急離着陸場 

 ④ がれき仮置き場 

 〔都本部との調整〕 

 (1) 区市町村は、用地の利用要望を都本部に提出する。 
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 (2) 都本部は、被害状況を把握し、緊急活動に必要な用地の確保及び現在の利

用状況を把握する。 

 (3) 都本部は、応急対策に伴う全体的な用地需要を集約・整理するため調整部

会を設置する。 

 (4) 都各局及び区市町村の利用要望に対して不足が予想される場合は、行政間

の調整及び他の未利用地を活用する。 

 (5) 用地を使用する機関は、定期的に使用状況を都本部に報告する。 

 

【【発災後２週間 １か月程度】 

  震災復興本部設置後の用地使用は、災害対策本部と震災復興本部が共同で設

置する「用地調整会議」において調整する。 

  救出・救助活動は継続していることも想定されるが、用地調整基本方針に基

づき、被災者の生活復旧に向けた用途について優先的に調整する。 

 〔優先的に対応する用途〕 

 ① 応急仮設住宅建設用地 

 ② 生活物資の集積・輸送拠点 

 ③ がれき置き場 

 〔都本部との調整〕 

 (1) 区市町村は、家屋の被害状況、避難所利用者数、がれき等の発生量を予測

し、復旧対策に必要な用地需要を報告する。 

 (2) 都本部は、用地調整会議を設け各用途の復旧対策に伴う全体的な用地需要

を集約し調整する。 

 

【発災後１か月 ２年間程度】 

  震災復興本部は、住宅を失った被災者のための災害住宅の建設、時限的市街

地づくりなど復興事業を長期的視点に立って計画的に実施していくために必

要な用地について、復興計画に基づき優先的に調整する。 

 〔優先的に対応する用途〕 

 ① 公営復興住宅建設用地 

 ② 時限的市街地づくり用地 

 〔都本部との調整〕 

 ① 区市町村は、復興対策に必要な用地の利用要望を震災復興本部に提出する。 

 ② 新たな需要に対する割り当て（区市町村を含む）は、その必要性や用地の

利用状況等を考慮し調整する。 
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東京都震災復興マニュアル（復興施策編）より抜粋 

 

震震災後対策に必要な用地の例 

用   途 設置・利用の時期 所 管 

 避難場所  事前（発災時） 数日間  

 住民の一時集合場所  事前（発災時） 数日間  

 野外受入施設設置場所  被災直後 短期間  

 救出・救助部隊の活動拠点  被災直後 ３か月程度  

 災害時ヘリ緊急離着陸場  被災直後 短期間  

 生活物資の集積・輸送拠点  被災直後 １か月程度  

 ライフライン復旧工事のために必要

な資材置場、工事事務所・宿舎 
 被災直後 ６か月程度  

 がれき等の集積場（分別場）中継所 

 

  第一仮置場（道路啓開がれき等） 

  第二仮置場（積替え用地） 

  第三仮置場（貯留・減容化用地） 

 被災直後 約１年間 

 

  被災直後 約１年間 

  被災後２週間 約１年間 

  被災後２週間 約１年間 

 

 

 

 

 

 応援部隊活動拠点・宿舎  被災直後   

 ボランティア活動拠点等  被災直後   

 応急仮設住宅建設用地  被災後１週間 約２年間  

 仮設診療所用地  被災後１か月   

 賃貸型共同仮設工場・共同仮設店舗

の設置用地 
 被災後２週間   

 その他福祉施設等の新設、移転改築

仮設庁舎、仮設校舎、仮設施設用地 
 随時  

※ 上記例示の用地のほか、必要な用地確保に伴う調整所管（担当部課）については、災害

対策本部または、震災復興本部において指定する。 
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別紙２－２－２ 
一時提供住宅窓口の設置等案 

 

被災者

不動産取引団体等
民間住宅所有者等

東京都都市整備局

一時提供住宅窓口
（全体総括：東京都都市整備局住宅管理班）
（東京都都市整備局一時提供住宅班）

区市町村

都住宅供給公社

都市再生機構

提供住宅管理者等

他道府県

区市町村
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別紙３－６－１ 
住宅相談所のイメージ 
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江江東区災害弔慰金の支給等に関する条例 

昭和 49年 10 月 4日 

条例第 34号 

第 1章 総則 

（目的） 

第 1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48年法律第 82号。以下「法」

という。）及び同法施行令（昭和 48年政令第 374 号。以下「令」という。）の規定に

準拠し、災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給、災害により精神又

は身体に著しい障害を受けた区民に災害障害見舞金の支給及び災害により被害を受けた

世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もつて区民の福祉及び生活の安定

に資することを目的とする。 

 （昭 57 条例 48・全改） 

（用語の意義） 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被

害が生ずることをいう。 

 (2) 区民 災害により被害を受けた当時、江東区の区域内に住所を有した者をいう。 

第 2章 災害弔慰金 

（災害弔慰金の支給） 

第 3条 区は、区民が令第 1条に規定する災害（以下この章及び次章において単に「災害」

という。）により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うもの

とする。 

 （昭 57 条例 48・一部改正） 

（災害弔慰金を支給する遺族） 

第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第3条第2項に規定する遺族の範囲とし、

その順位は、次に掲げるとおりとする。 

 (1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先に

し、その他の遺族を後にする。 

 (2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

  ア 配偶者 

  イ 子 

  ウ 父母 

  エ 孫 

  オ 祖父母 

2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順

位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を

先にし実父母を後にする。 
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3 遺族が遠隔地にいる場合その他の事情により、前 2項の規定により難いときは、前 2

項の規定にかかわらず、第 1項の遺族のうち、区長が適当と認める者に支給することが

できる。 

4 前 3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が 2人以上ある

ときは、その 1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

 （昭 50 条例 51・一部改正） 

（災害弔慰金の額） 

第 5条 災害により死亡した者 1人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時に

おいてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として

維持していた場合にあつては 500 万円とし、その他の場合にあつては 250 万円とする。

ただし、死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給

を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した

額とする。 

 （昭 50 条例 51・全改、昭 52条例 8・昭 53条例 22・昭 56条例 41・昭 57条例 48・

平 3条例 38・一部改正） 

（死亡の推定） 

第 6条 災害の際現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第 4条

の規定によるものとする。 

（支給の制限） 

第 7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。 

 (1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意または重大な過失により生じたものである場合 

 (2) 令第 2条に規定する場合 

（支給の手続） 

第 8条 区長は、災害弔慰金の支給を行なうべき事由があると認めるときは、規則で定め

るところにより支給を行なうものとする。 

2 区長は、災害弔慰金の支給に関し遺族に対し、必要な報告または書類の提出を求めるこ

とができる。 

第 3章 災害障害見舞金の支給 

 （昭 57 条例 48・追加） 

（災害障害見舞金の支給） 

第 9条 区は、区民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき（その症状が固

定したときを含む。）に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民（以下「障

害者」という。）に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

 （昭 57 条例 48・追加） 

（災害障害見舞金の額） 

第 10 条 障害者 1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、

又は疾病にかかつた当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合に

あつては 250 万円とし、その他の場合にあつては 125 万円とする。 

 （昭 57 条例 48・追加、平 3条例 38・一部改正） 

（準用規定） 
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第 11条 第 7条及び第 8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

 （昭 57 条例 48・追加） 

第 4章 災害援護資金の貸付け 

 （昭 57 条例 48・旧第 3章繰下） 

（災害援護資金の貸付け） 

第 12 条 区は、令第 3条に規定する災害により法第 10条第 1項各号に掲げる被害を受け

た世帯の区民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の

貸付けを行なうものとする。 

2 前項に掲げる世帯は、その所得について法第 10条第 1項に規定する要件に該当するも

のでなければならない。 

 （昭 57 条例 48・旧第 9条繰下・一部改正） 

（災害援護資金の限度額等） 

第 13 条 災害援護資金の 1災害における 1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該

世帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 療養に要する期間がおおむね 1月以上である世帯主の負傷（以下「世帯主の負傷」

という。）があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

  ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね 3分の 1以上である損害

（以下「家財の損害」という。）及び住居の損害がない場合 150 万円 

  イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250 万円 

  ウ 住居が半壊した場合 270 万円 

  エ 住居が全壊した場合 350 万円 

 (2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

  ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150 万円 

  イ 住居が半壊した場合 170 万円 

  ウ 住居が全壊した場合（エの場合を除く。） 250 万円 

  エ 住居の全体が滅失又は流失した場合 350 万円 

 (3) 第 1 号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際し、そ

の住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270

万円」とあるのは「350 万円」と、「170 万円」とあるのは「250 万円」と、「250

万円」とあるのは「350 万円」と読み替えるものとする。 

2 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、そのうち 3年（令第 7条第 2項

括弧書の場合は、5年）とする。 

 （昭 50 条例 51・昭 52条例 8・昭 53条例 22・昭 56条例 41・一部改正、昭 57条例

48・旧第 10条繰下、昭 62条例 15・平 3条例 38・一部改正） 

（利率） 

第 14 条 災害援護資金は、据置期間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞

の場合を除き年 3パーセントとする。 

 （昭 57 条例 48・旧第 11条繰下） 

（償還等） 
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第 15条 災害援護資金の償還は、年賦償還または半年賦償還とする。 

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、災害援護資金の貸付けを受けた者は、

いつでも繰上償還をすることができる。 

3 償還免除、保証人、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については、法第 13条第

1項、令第 8条から第 12条までの規定によるものとする。 

 （昭 57 条例 48・旧第 12条繰下・一部改正） 

（委任） 

第 16 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （昭 57 条例 48・旧第 13条繰下） 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

(平 23 条例 16・旧付則・一部改正) 

(東日本大震災に係る災害援護資金の貸付けに関する特例) 

2 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成 23年法律

第 40号。以下「平成 23年特別法」という。)第 2条第 1項に規定する東日本大震災によ

り著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関す

る法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成 23年政令第 131 号。以下「平成

23年特別令」という。)第 14 条第 1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る

第 13条第 2項及び第 14条の適用については、第 13条第 2項中「10年」とあるのは「13

年」と、「3年」とあるのは「6年」と、「5年」とあるのは「8年」と、第 14条中「年

3パーセント」とあるのは「年 1.5 パーセント(保証人を立てる場合にあっては無利子)」と

する。 

(平 23 条例 16・追加) 

3 前項の災害援護資金の貸付けに係る償還免除及び保証人については、第 15条第 3項の

規定にかかわらず、平成 23年特別法第 103 条第 1項の規定により読み替えられた法第 13

条第 1項及び平成 23年特別令第 14条第 7項の規定によるものとする。 

(平 23 条例 16・追加) 

附 則（中間省略） 

附 則（平成 4年条例第 38号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第 5条の規定は平成 3年 6月 3日以後に生じ

た災害により死亡した区民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第 10条

の規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかつた区民に対する災害障害見舞金の支給

について、改正後の第 13条第 1項の規定は同年 5月 26日以後に生じた災害により被害を

受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。 
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災害援護資金申請者一覧 

 申請日 氏  名 住  所 確認事項 ﾁｪｯｸ 調査結果 貸付日 備 考 

    

① 借入申込書 

 ・ 借入申込者の住所、氏名      、生年月日 

 ・ 貸付けを受けようとする      資金の金額、償還の期間、方法 

 ・ 貸付けを受けようとする      理由及び資金の使途についての計画 

 ・ 保証人となるべき者に関      する事項 

② 世帯主の負傷を理由とする      借入申込書については、医師の療養見込期間、療養概算
額を記載した診断書 

③ 被害を受けた日の属する年      の前年（当該被害を１月から５月までの間に受けた場合
は、前々年とする。）において、     他の市区町村に居住していた借入申込者については、当

該世帯の前年の所得に関する当     該市区町村長の証明書 

④ 提出日（被災日の属する月の     翌月１日から起算して３月を経過する日までに提出） 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

貸付決定 

 

 

 

貸付不可 

 

 

    

① 借入申込書 

 ・ 借入申込者の住所、氏名      、生年月日 

 ・ 貸付けを受けようとする      資金の金額、償還の期間、方法 

 ・ 貸付けを受けようとする      理由及び資金の使途についての計画 

 ・ 保証人となるべき者に関      する事項 

② 世帯主の負傷を理由とする      借入申込書については、医師の療養見込期間、療養概算
額を記載した診断書 

③ 被害を受けた日の属する年      の前年（当該被害を１月から５月までの間に受けた場合
は、前々年とする。）において、     他の市区町村に居住していた借入申込者については、当

該世帯の前年の所得に関する当     該市区町村長の証明書 

④ 提出日（被災日の属する月の     翌月１日から起算して３月を経過する日までに提出） 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

貸付決定 

 

 

 

貸付不可 

 

 

    

① 借入申込書 

 ・ 借入申込者の住所、氏名      、生年月日 

 ・ 貸付けを受けようとする      資金の金額、償還の期間、方法 

 ・ 貸付けを受けようとする      理由及び資金の使途についての計画 

 ・ 保証人となるべき者に関      する事項 

② 世帯主の負傷を理由とする      借入申込書については、医師の療養見込期間、療養概算
額を記載した診断書 

③ 被害を受けた日の属する年      の前年（当該被害を１月から５月までの間に受けた場合
は、前々年とする。）において、    他の市区町村に居住していた借入申込者については、当

該世帯の前年の所得に関する当     該市区町村長の証明書 

④ 提出日（被災日の属する月の     翌月１日から起算して３月を経過する日までに提出） 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

 

□ 

 

 

□ 

貸付決定 

 

 

 

貸付不可 
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災災害援護資金の貸付対象一覧 

 

災害援護資金の貸付 

対象災害 

① 区内において災害救助法が適用された場合 

② 都内において災害救助法が適用された区市町村が１以上あ

る場合 

被災の程度 

及び 

貸付限度額 

① 世帯主に１か月以上の負傷があり次のいずれかに該当する

場合 

 ア 家財についての被害金額がその家財の価額の３分の１以

上である損害及び住居の損害がない場合 

                       １５０万円 

 イ 家財の損害があり、かつ住居の損害がない場合 

                       ２５０万円 

 ウ 住居が半壊した場合 

                       ２７０万円 

 エ 住居が全壊した場合 

                       ３５０万円 

② 世帯主の負傷がなく、次のいずれかに該当する場合 

 ア 家財の損害があり、かつ住居の損害がない場合 

                       １５０万円 

 イ 住居が半壊した場合           １７０万円 

 ウ 住居が全壊した場合（エの場合を除く）  ２５０万円 

 エ 住居の全体が滅失または流出した場合   ３５０万円 

③ 被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り

壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合 

 ア 前項、①のウの場合           ３５０万円 

 イ 前項、②のイの場合           ２５０万円 

 ウ 前項、②のウの場合           ３５０万円 

償還、利率等 

① 償還期間は１０年とし、そのうち３年は据置期間とする 

② 据置期間中は無利子とし据置期間経過後の利率は年３％と

する。 
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災災害弔慰金、災害障害見舞金の交付手続き 

 

                         
 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

・調査票作成にあたっては、次の点に留意する。 

 １．死亡者の生活の本拠が江東区にあったか、納税状況等により確認。（住民登録≠生活の

本拠） 

 ２．法第５条、災害弔慰金の支給等に関する条例準則第７条についての調査も必要。 

 ３．その他「災害弔慰金等関係法令通知集」を参考にするとともに、不明な点は都福祉保

健局を通じ厚生労働省に確認すること。 

 

                       
 「災害弔慰金の支給等に関する法律」に基づき、区は、対象者に弔慰金（見舞金）を支給

し、都負担金交付要綱（昭和 49 年９月 11 日民生局長通知）により、都福祉保健局へ３／４

の額を申請する。 

 都福祉保健局は、区に交付した額の２／３について、国庫負担金交付要綱（昭和 49 年４

月 27 日厚生次官通知）により（厚生労働大臣へ）交付申請する。 

国 庫 負 担 金 交 付 

国庫負担金交付申請 

⑤弔慰金支給 

①
り
災
証
明
書
発
行
依
頼 

②
り
災
証
明
書
発
行 

国 

 

東京都 

江東区 

被災地区区市町村 

支給対象者 

④弔慰金支給調査票作成

及び審査 

③調査票の記入

り災証明書提出 
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災害弔慰金・災害障害見舞金申請者一覧 

 申請日 氏  名 住  所 申請内容 確認事項 ﾁｪｯｸ 支給日 備 考 

災害弔慰金の申請 

① 死亡者（行方不明者を含む。）の住所、氏名、性別、生年月日 

② 死亡（行方不明者を含む。）の年月日、死亡状況 

③ 死亡者の遺族に関する事項 

④ 支給の制限に関する事項 

⑤ 区外で死亡した区民の遺族に対し、死亡地の官公署が発行する被災
証明書 

⑥ 区民でない遺族について、遺族であることを証明する書類 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

  

    

災害障害見舞金の申請 

① 障害者の住所、氏名、性別、生年月日 

② 障害の原因となる負傷または疾病の状態となった年月日、負傷、疾
病の状況 

③ 障害の種類、程度に関する事項 
④ 支給の制限に関する事項 

⑤ 区外で障害の原因となる負傷または疾病の状態となった区民に対

し、負傷しまたは疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書 
⑥ 障害を有することを証明する医師の診断書 

□ 

□ 
□ 

□ 
□ 

 

□ 

  

災害弔慰金の申請 

① 死亡者（行方不明者を含む。）の住所、氏名、性別、生年月日 

② 死亡（行方不明者を含む。）の年月日、死亡状況 

③ 死亡者の遺族に関する事項 

④ 支給の制限に関する事項 

⑤ 区外で死亡した区民の遺族に対し、死亡地の官公署が発行する被災
証明書 

⑥ 区民でない遺族について、遺族であることを証明する書類 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

  

    

災害障害見舞金の申請 

① 障害者の住所、氏名、性別、生年月日 

② 障害の原因となる負傷または疾病の状態となった年月日、負傷、疾

病の状況 
③ 障害の種類、程度に関する事項 

④ 支給の制限に関する事項 
⑤ 区外で障害の原因となる負傷または疾病の状態となった区民に対

し、負傷しまたは疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書 

⑥ 障害を有することを証明する医師の診断書 

□ 

□ 

□ 
□ 

□ 
 

□ 

  

災害弔慰金の申請 

① 死亡者（行方不明者を含む。）の住所、氏名、性別、生年月日 

② 死亡（行方不明者を含む。）の年月日、死亡状況 

③ 死亡者の遺族に関する事項 

④ 支給の制限に関する事項 

⑤ 区外で死亡した区民の遺族に対し、死亡地の官公署が発行する被災
証明書 

⑥ 区民でない遺族について、遺族であることを証明する書類 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

  

    

災害障害見舞金の申請 

① 障害者の住所、氏名、性別、生年月日 
② 障害の原因となる負傷または疾病の状態となった年月日、負傷、疾

病の状況 

③ 障害の種類、程度に関する事項 
④ 支給の制限に関する事項 

⑤ 区外で障害の原因となる負傷または疾病の状態となった区民に対
し、負傷しまたは疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書 

⑥ 障害を有することを証明する医師の診断書 

□ 
□ 

□ 

□ 
□ 

 
□ 

  

418 419



災災害弔慰金等の支給対象一覧 

 

災害弔慰金の支給 

対象災害 

① 区内において全壊した世帯が５世帯以上のもの 

② 都内において災害救助法が適用された区市町村が１つ以上

あり①の場合をのぞくもの 

③ ①、②とは別に厚生労働大臣が定めるもの 

支給対象 

① 死亡した区民の遺族 

② 支給する遺族の範囲 

  配偶者、子、父母、孫、祖父母 

弔慰金の額 

① 弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主とし

て維持していた場合             ５００万円 

② その他の場合                ２５０万円 

  ただし、死亡者がその死亡に係る災害で、既に災害障害見

舞金を受けている場合は、災害障害見舞金の額を控除した額

とする。 

災害障害見舞金の支給 

対象災害  災害弔慰金の支給対象と同様 

見舞金の額 

① 災害により負傷し、また疾病にかかった当時において、その

属する世帯の生計を主として維持していた者の場合 

                       ２５０万円 

② その他の場合                １２５万円 
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資料編 第５章 産業の復興  
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